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地方独立行政法人大阪市博物館機構 

課 題 レ ポ ー ト  

氏  名 （          ）  

「 博 物 館 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 285 号 ） に お い て

は 、 博 物 館 と は 『 歴 史 、 芸 術 、 民 俗 、 産 業 、

自 然 科 学 等 に 関 す る 資 料 を 収 集 し 、 保 管 （ 育

成 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） し 、 展 示 し て 教 育 的

配 慮 の 下 に 一 般 公 衆 の 利 用 に 供 し 、 そ の 教 養 、

調 査 研 究 、 レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 に 資 す る た め

に 必 要 な 事 業 を 行 い 、 あ わ せ て こ れ ら の 資 料

に 関 す る 調 査 研 究 を す る こ と を 目 的 と す る 機

関 』 と 定 義 さ れ て い ま す 。  

 昨 今 の 国 内 外 の 社 会 情 勢 と 組 織 経 営 と い う

視 点 か ら 、 こ れ か ら の 博 物 館 の あ る べ き 姿 に

つ い て 、 あ な た の 意 見 を 述 べ て く だ さ い 。」  

（ 1,000 文 字 以 内 ）  
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